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　　2020年３月期において、下記のとおり特別利益及び特別損失を、個別決算及び連結決算で計上することとなりました

　ので、お知らせいたします。

１．保険差益の計上（特別利益）

　　　当期の第３四半期連結累計期間までに、2019年５月10日に発生した当社埼玉工場の火災に関し、保険金の額から損害を

　　受けた資産の帳簿価額等を控除した額５億32百万円を保険差益として計上しておりましたが、保険金の査定が進捗し、更に

　　保険金の額が一部確定したことにより、当第４四半期において１億62百万円を追加計上いたします。これにより、通期の保険

　　差益の計上額は６億95百万円となります。なお、現在も保険金の査定が行われており、金額が確定次第順次計上いたします。

２．製品補償引当金戻入益の計上（特別利益）

　　　当期の第３四半期連結累計期間までに、2019年3月期に発生した製品不具合に関する製品補償引当金について、対応が進捗

　　したことにより製品補償引当金戻入益を１億98百万円計上しておりましたが、対応が更に進捗したことにより、当第４四半期に

　　おいて１億95百万円を追加計上いたします。これにより、通期の製品補償引当金戻入益の計上額は３億93百万円となります。

３．火災関連損失の計上（特別損失）

　　　当期の第３四半期連結累計期間までに、当該火災に起因する損失であり被災設備等の復旧に要した費用及び火災により

　　製品供給に遅れが生じたことによる納品先での追加費用の当社負担額６億42百万円を火災関連損失として計上しておりまし

　　たが、製品供給の遅れに関する当社負担額が追加で発生したことから、当第４四半期において２億17百万円を追加計上いたし

　　ます。これにより、通期の火災関連損失の計上額は８億60百万円となります。

４．業績への影響

　　　上記の特別利益及び特別損失は、本日公表の「2020年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）」に反映しております。
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